
錦 江 町 農 業 委 員 会 １ 月 総 会 議 事 録

○ 開催日時 平成２７年１月２０日（火） 午後３時００分から

○ 開催場所 錦江町 庁議室

○ 出席委員（２０人）

会長 １番 宿利原勝吉

代理 ２番 基 岸澄

委員 ３番 厚ケ瀬博文

〃 ４番 水流 豊美

〃 ５番 平原 栄

〃 ６番 東郷 輝昭

〃 ７番 毛下 利美

〃 ８番 寺田 郁哉

〃 ９番 安水 純一

〃 １０番 牧原 昇

〃 １１番 元丸 敏朗

〃 １２番 鍋 康博

〃 １３番 徳永 哲朗

〃 １４番 貫見 和洋

〃 １５番 畠中 正秋

〃 １６番 黒瀬 正

〃 １７番 鳥越 秀一

〃 １８番 樋渡 俊信

〃 １９番 鈴 一麿

〃 ２０番 本釜 好子

事務局職員 事務局長 窪 和人 書記 折久木まり子 書記 中野好太郎



○議事日程

１、開会

２、農業委員憲章朗読

３、会長あいさつ

４、議 事

第１ 議事録署名委員の指名

第２ 会務報告

第３ 附議事項

議案第３２号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利

用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請について

議案第３３号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利

用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について

議案第３４号 平成２５年度に実施した地籍調査に伴う農地の地目変更の協議

について

議案第３５号 平成２６年度耕作放棄地調査に伴う非農地の判定について



議 長 只今より平成２７年１月錦江町農業委員会総会の議事を開会いたします。

本日の総会の出席は全員出席であり、錦江町農業委員会会議規則第８条の規定

により、総会は成立していることをお知らせします。

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により、本日の会

議録署名委員に １４番 貫見委員と １５番 畠中委員を指名いたしますので、よ

ろしくお願いします。

議 長 次に、会務報告についてを議題とします。

事務局から報告と説明をお願いいたします。

事務局 「会務報告と説明」

議 長 只今の会務報告について、質問はありませんか。

全委員 （発言なし）

議 長 無いようですので、以上で会務報告を終わります。

それでは附議事項に入ります。

議 長 議案第３２号 「農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地

利用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請について」を議題とします。

事務局の説明をお願いします。

事務局 それでは議案第３２号について説明いたします。

先ず、受付番号６号の譲渡人は。Ｍ・Ｓさん、Ｋ・Ｋ自治会在住の方です。

申請地は神川字井手ノ河３，０３５番２、地目は田、地積は１，０７７㎡とな

っています。

一方、譲受人は、Ｋ・Ｈさん、Ｋ・Ｋ自治会在住の方です。

経営状況は、世帯員４名、農業従事者２名、雇用が１名、自作地１８，５１５

㎡、小作地１９，５２３㎡で、肉用牛を主体とした経営をされています。

次の受付番号７号の譲渡人は。Ｎ・Ｍさん、Ｔ自治会在住の方です。

申請地は神川字井手ノ河３，０３５番３、地目は田、地積は６３０㎡となって

います。

譲受人は、受付番号６号と同じＫ・Ｈさんです。

受付番号６号、７号の担当調査員は１３番 徳永委員です。



次の受付番号７号の譲渡人は、Ｍ・Ｋさん、Ｍ自治会在住の方です。

申請地は神川字榎ケ久保６，５６４番１、地目は畑、地積は１，１６０㎡、次

が、神川字榎ケ久保６，５６４番２、地目は畑、地積は３，０８１㎡、次が神川

字榎ケ久保６，５６４番３、地目は畑、地積は２，１２９㎡で、３筆の合計が６，

３７０㎡となっています。

譲受人は、鹿児島県地域振興公社となっています。

この件については、鹿児島県地域振興公社が、農地中間管理事業の特例事業に

よって取得するものでございます。

この件の担当調査員は、３番 厚ケ瀬委員です。

以上です。

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、順次、担当調査員の調査報告をお願

いいたします。

先ず、受付番号６号、７号について、１３番 徳永委員お願いいたします。

１３番

徳永委員

６番、７番の方を説明いたします。

譲渡人の２つの田んぼは隣接していまして、実際は中の畔を取って１枚の田ん

ぼになっております。

事情があって売り渡す訳ですが、譲受人のＫ・Ｈさんは認定農家でもあります。

肉用牛を手広くやっておられて、地元でも地域の畜産農業の中核という方であり

ます。何ら問題は無いと思います。尚、Ｈさんの今度買受ける田んぼは、Ｈさん

の自宅の近くでもあります。価格は反の１３０万円という内容で合意しておりま

す。以上です・

議 長 ありがとうございました。

次に受付番号８号について、３番 厚ケ瀬委員お願いいたします。

３番

厚ケ瀬委員

受付番号８号の説明を行います。

譲渡人のＭ・Ｋさんは、前、売りたいということで出ていた件でございます。

本人と話をしまして、財産をもう残したくない、子供たちに税金をさせたくない

というような希望もありまして、価格等につきましても買ってくれる人がいたら

良いですよという感じで、６，３７０㎡の価格を１５０万円という価格でお互い

に話をしている状態でございます。公社買受け事業ということで、よろしくお願

いいたします。

議 長 ありがとうございました。

ただいま、各調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。



委 員 （委員の中から「なし」の声）

議 長 質疑なしと認めます。

これから、議案第３２号を採決します。

お諮りします。

議案第３２号については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

委 員 （委員の中から「異議なし」の声）

議 長 異議なしと認めます。

したがいまして、議案第３２号については、原案のとおり決定しました。

議 長 次に「議案第３３号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による

農用地利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」を議題と

します。

お諮りします。

会議資料のとおり、今回は５０筆の利用集積計画について審議しなければなり

ませんので、事務局の説明と担当調査員の報告、質疑を４回に分けて行い、その

都度議決したいと思いますが、ご異議ありませんか。

委 員 （委員の中から「なし」の声）

議 長 異議なしと認めます。

それでは、議案第３３号のうち、受付番号３４９号から３５７号までを議題と

します。

事務局の説明をお願いいたします。

事務局 それでは、議案第３３号のうち、受付番号３４９号から３５７号までを説明い

たします。

まず、受付番号３４９号の貸し人はＴ・Ｋさん、Ｙ県在住の方です。

申請地は馬場字木場ノ上４２２番１９、地目は田、地積は２０６㎡となってい

ます。

貸付期間は、平成２７年２月１日から平成３２年１月３１日までで、小作料金

は６，０００円となっています。

借り人は、（株）Ｔ・Ｆさん、Ｋ自治会に拠点を置く法人です。

経営状況は、従事者２名、雇用が２３名で６，３５０日、小作地６７，１８１

㎡で、路地野菜を主体とした経営をされています。

農業機械の所有状況は、トラック１１台、動噴５台、トラクター、管理機各３



台、乗用管理機２台、フォークリフト１台となっています。

次の受付番号３５０号は貸し人、借り人とも、３４９号と同じです。

申請地は、馬場字堀込３２９４番、地目は畑、地積は１，０３０㎡となってい

ます。

貸付期間は、平成２７年２月１日から平成３２年１２月１４日までで、小作料

金は１０，０００円となっています。

次の受付番号３５１号の貸し人はＹ・Ａさん、Ｋ・Ｕ自治会在住の方です。

申請地は馬場字堀込３２８７番、地目は畑、地積は３，１６３㎡です。

貸付期間は、平成２７年２月１日から平成３２年１２月１４日までで、小作料

金は３０，０００円となっています。

借り人は、受付番号３４９号からと同じＴ・Ｆさんです。

次の受付番号３５２号の貸し人はＮ・Ｎさん、Ｎ自治会在住の方です。

申請地は、馬場字西ノ下８８６番１、地目は田、地積は１，２００㎡となって

います。

貸付期間は、平成２７年１月２１日から平成３１年１２月１４日までで、小作

料金は全部で３５，０００円となっています。

借り人は、受付番号３４９号からと同じＴ・Ｆさんです。

次の受付番号３５３号の貸し人はＫ・Ｔさん、Ｆ自治会在住の方です。

申請地は、馬場字寺前ノ上２，０５２番１、地目は田、地積は８８１㎡となっ

ています。

貸付期間は、平成２７年１月２１日から平成３１年１２月１４日までで、小作

料金は２６，０００円となっています。

受付番号３４９号から３５３号までの担当調査員は、８番 寺田委員です。

次の受付番号３５４号の貸し人はＩ・Ｔさん、Ｓ自治会在住の方です。

申請地は、田代川原字瀬戸口４，１４９番２、地目は田、地積は１，７１７㎡と

なっています。

貸付期間は、平成２７年２月１日から平成３１年１２月１４日までで、使用貸

借のため小作料金は発生しません。

借り人は、Ｋ・Ｓさん、Ｉ自治会在住の方です。

経営状況は、世帯員３名、従事者２名で、自作地１８，６０８㎡、小作地１９，

３４５㎡で、肉用牛を主体とした経営をされています。

労働従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、バインダ

ー、軽トラック、ボブキャット、２t車各１台となっています。



担当調査員は、１１番 元丸委員です。

次の受付番号３５５号から３５７号までの貸し人はＴ・Ｔさん、Ｈ自治会在住

の方です。

申請地は、３５５号が、田代麓字前田８７２番１、地目は田、地積は６２９

㎡、３５６号が、田代麓字前田８７４番、地目は田、地積は１，０１７㎡、３５

７号が、田代麓字前田８７５番１、地目は田、地積は５０１㎡で、３筆の合計は

２，１４７㎡となっています。

貸付期間は、平成２７年２月１日から平成３１年１２月１４日までで、小作料

金は全部では１０，０００円となっています。

借り人は、Ｙ・Ｈさん、Ｙ自治会在住の方です。

経営状況は、世帯員３名、従事者２名で、自作地５，１６８㎡、小作地５５，

５０４㎡で、肉用牛を主体とした経営をされています。

労働従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラッ

ク、コンバイン、ベーラー、ラップマシン、２tダンプ各１台となっています。

担当調査員は、１２番 鍋委員です。

以上です。

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、順次、担当調査員の調査報告をお

願いいたします。

先ず、受付番号３４９号から３５３号について、８番 寺田委員お願いいたし

ます。

８番

寺田委員

報告いたします。

３５３号に対しましては、先月あっせんで貸したいで出てきたものでございま

す。それでＴ・Ｆさんに相談したところでございますが、Ｔ・Ｆさんは毎月のよ

うに出てこられまして、利用権を設定するに当たりまして、名何ら問題は無いも

のと思います。よろしくお願いします。

議 長 ありがとうございました。

次に、受付番号３５４号についてを、１１番 元丸委員お願いいたします。

１１番

元丸委員

報告します。

貸し人のＩさんは高齢でありまして、Ｋの方で息子さんと生活されておりま

す。

借り人のＫ・Ｓさんは認定農家でもあり、又、後継者もそのうち帰って来る計

画でありまして、肉用牛を手広くしております。小作料が０となっておりますが、

前回もありましたとおり荒らさなければ良いという形で、中山間事業でその分を



地主さんに払っている関係で、こういう形になっております。

以上です。

議 長 ありがとうございました。

次に、受付番号３５５号から３５７号についてを、１２番 鍋委員お願いいた

します。

１２番

鍋 委員

説明をいたします。

この案件は先月あっせんに上がって来たものです。この前田という場所は、田

代駐在所の山手に向かって直ぐ裏側にあたる所です。前作者はＮのＮ・Ｆの方が

耕作されていたということでしたが、高齢で耕作できないということで、戻され

たということでした。そこで、この土地の隣接地で３０アールほど牛の飼料を作

られているＹさんに集約ということも含めて相談に行きましたところ、まとまっ

たものです。

Ｙさんは認定農業者であられ、後継者の二男の方もこの３月には、今現在、Ｍ・

Ｋにある肥育センターに勤められておりますけれども、３月末に退職、就農する

ということが決まっておるということでした。また、従事日数、意欲・能力等に

は問題は無く、農地の利用状況等も息子さんが帰ってこられれば、奥さんが今病

気で入退院を繰り返しておられますけれども、今後改善して行くものというふう

に思います。よろしくお願いします。

議 長 ありがとうございました。

ただいま、各調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。

委 員 （委員の中から「なし」の声）

議 長 質疑なしと認めます。

これから、議案第３３号のうち、受付番号３４９号から３５７号までを採決し

ます。

お諮りします。

議案第３３号のうち、受付番号３４９号から３５７号については、原案のとお

り決定することにご異議ありませんか。

委 員 （委員の中から「異議なし」の声）

議 長 異議なしと認めます。

したがいまして、議案第３３号のうち、受付番号３４９号から３５７号につい

ては、原案のとおり決定しました。



議 長 次に、議案第３３号のうち、受付番号３５８号から３７０号までを議題としま

す。

事務局の説明をお願いします。

事務局 それでは、議案第３３号のうち、受付番号３５８号から３７０号までを説明い

たします。

先ず、受付番号３５８号から３６０号までの貸し人は、Ｔ・Ｔさん、Ｋ・Ｉ

自治会在住の方です。

申請地は、３５８号が神川字高城１，５７６番、地目は畑、地積は６，３１０

㎡のうち９００㎡、３５９号が神川字高城１，５８４番１、地目は畑、地積は１，

４０９㎡、３６０号が神川字野首１，５７４番２、地目は畑、地積は３，１０１

㎡のうち２，２０４㎡で、３筆の合計は４，５１３㎡となっています。

貸付期間は、平成２７年１月２１日から平成３１年１２月１４日までで、小作

料金は１０アール当たり２５，０００円となっています。

借り人は、(有)Ｚ・Ｓさん、Ｒ自治会に拠点を置く法人です。

経営状況は、従事者３名で、自作地３９，６９６㎡、小作地１４６，８７５㎡

で、お茶を主体とした経営をされています。

農業機械の所有状況は、軽トラック５台、２ｔトラック４台、乗用摘採機３台、

乗用防除機４台、乗用中刈機３台となっています。

受付番号３５８号から３６０号までの担当調査員は、１７番 鳥越委員です。

次の受付番号３６１号の貸し人は、Ｔ・Ｋさん、Ｈ自治会在住の方です。

申請地は、田代川原字福蔵塚２，３８７番１、地目は畑、地積は２，２２９㎡

となっています。

貸付期間は、平成２７年２月１日から平成２９年１２月１４日までで、小作料

金は１０アール当たり５，０００円となっています。

借り人は、Ｎ生産組合さん、Ｍ町に拠点を置く法人です。

経営状況は、雇用が２４人で６，３３６日、自作地５５，９３４㎡、小作地６

８，９８８㎡で、水稲、茶、肉用牛を主体とした経営をされています。

農業機械の所有状況は、トラクター３台、コンバイン２台、耕運機４台、草払

機１０台となっています。

次の受付番号３６２号から３６４号までの貸し人は、Ｋ・Ｚさん、Ｔ自治会在

住の方です。

申請地は３６２号が田代川原字長尾２，６７０番、地目は畑、地積は４，２５

７㎡、３６３号が田代川原字長尾２，６７２番２、地目は畑、地積は１，９１９

㎡、３６４号が田代川原字長尾２，６７３番１、地目は畑、地積は４，１３２㎡

で、３筆の合計は１０，３０８㎡となっています。



貸付期間は、平成２７年２月１日から平成２９年１２月１４日までで、小作料

金は１０アール当たり５，０００円となっています。

借り人は、３６１号と同じＮ生産組合さんです。

次の受付番号３６５号から３６７号までの貸し人は、Ｋ・Ｆさん、Ｔ自治会在

住の方です。

申請地は３６５号が田代川原字長尾２，６６７番３、地目は畑、地積は３，７

２６㎡、３６６号が田代麓字井手平３，２６６番１、地目は田、地積は９１１㎡、

３６７号が田代麓字井手平３，２６６番２、地目は田、地積は１，２１４㎡で、

３筆の合計は５，８５１㎡となっています。

貸付期間は、平成２７年２月１日から平成３２年１２月１４日までで、小作料

金は１０アール当たり５，０００円となっています。

借り人は、３６１号と同じＮ生産組合さんです。

受付番号３６１号から３６７号までの担当調査員は、１４番 貫見委員です。

次の受付番号３６８号の貸し人は、Ｍ・Ｓさん、Ｓ自治会在住の方です。

申請地は馬場字新田４，２７２番１、地目は田、地積は７４８㎡となっていま

す。

貸付期間は、平成２７年１月２１日から平成３１年１２月１４日までで、小作

料金は７，５００円となっています。

借り人は、Ｍ・Ｍさん、Ｓ自治会在住の方です。

経営状況は、世帯員３名、従事者２名、雇用が４人で２８０日、小作地１，２

７７㎡で、生姜を主体とした経営をされています。

労働従事日数は２８０日で、農業機械の所有状況は、トラック、トラクター各

１台、管理機、動噴、コンバイン各２台となっています。

担当調査員は、１９番 鈴委員です。

次の受付番号３６９号の貸し人は、Ｈ・Ｉさん、Ｋ自治会在住の方です。

申請地は、馬場字木原ノ上１，９７０番１、地目は田、地積は３，００１㎡の

うち１５３０㎡となっています。

貸付期間は、平成２７年１月２１日から平成２８年１２月１４日までで、小作

料金は７０，０００円となっています。

借り人は、Ｍ・Ｙさん、Ｓ自治会在住の方です。

経営状況は、世帯員３名、従事者２名、雇用が１人で５０日、自作地４，４６

４㎡で、水稲、インゲンを主体とした経営をされています。

労働従事日数は２５０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、管理機、軽

トラック、田植機各１台となっています。



次の受付番号３７０号の貸し人は、Ｔ・Ｍさん、Ｓ自治会在住の方です。

申請地は、城元字小石田３５４番１、地目は田、地積は７１２㎡となっていま

す。

貸付期間は、平成２７年１月２１日から平成２９年１２月１４日までで、小作

料金は１５，０００円となっています。

借り人は、Ｋ・Ｍさん、Ｓ自治会在住の方です。

経営状況は、世帯員４名、従事者２名、自作地４，１７２㎡、小作地１３，５

７２㎡で、野菜を主体とした経営をされています。

労働従事日数は２００日で、農業機械の所有状況は、トラック、イモ堀機、管

理機、茎葉処理機、動噴、トラクター各１台となっています。

受付番号３６９号、３７０号の担当調査員は、２０番 本釜委員です。

以上です。

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、順次、担当調査員の調査報告をお

願いいたします。

先ず、受付番号３５８号から３６０号までを、１７番 鳥越委員、お願いいた

します。

１７番

鳥越委員

３５８番から３６０番のＴさんのこれはお茶畑です。元々Ａ産業が借りられて

いて、今回、合意解約され、その後をＺ・Ｓさんが借りられるということであり

ました。Ｚ・Ｓさんに関しては何ら問題は無いと思いますので、よろしくお願い

いたします・

議 長 ありがとうございました。

次に、受付番号３６１号から３６７号までを、１４番 貫見委員お願いいたし

ます。

１４番

貫見委員

報告いたします。

３６１号から３６７号までの借り人はＮ生産組合でございます。これはＯ・Ｓ

の中にある生産組合でございます。この畑はニンニクも植えてある所もありまし

たし、また、綺麗に耕運されて、今日も法面のカヤを払って、Ｓの人達が綺麗に

片付けもしておられましたので、何ら問題は無いかと思います。

議 長 ありがとうございました。

次に、受付番号３６８号についてを、１９番 鈴委員お願いいたします。

１９番

鈴 委員

このＭさんはＳを借りて、今、生姜を作っていらっしゃる訳ですが、その隣の

田んぼを排水かれこれの関係で貸してもらえないかということで相談をして、借

りたところでございます。ほかの所はどうかしれませんけれども、Ｓで作ってい

る生姜に関しては非常に良く耕作をされて、綺麗に管理をされておりますので、



何ら問題は無いと思います。よろしくお願いします。

議 長 ありがとうございました。

次に、受付番号３６９号、３７０号についてを、２０番 本釜委員お願いいた

します。

２０番

本釜委員

報告いたします。

受付番号３６９番の借り人のＭさんは露地とハウスインゲンを栽培されてお

ります。耕作地も綺麗にされております。こちらの借りていらっしゃる所はハウ

スなんですが、又、引き続き耕作したいということで、審議の方をよろしくお願

いします。

受付番号３７０番の貸主のＴさんは、高齢のため耕作ができないということ

で、Ｋさんに作ってもらいたいという希望で、農業委員会を通さずに今まで作ら

れていたそうですが、Ｋさんの意向で農業委員会を通して欲しいということで決

まりました。小作料も事務局の方で金額を決めて欲しいということで、このよう

になりました。よろしくお願い致します。

議 長 ありがとうございました。

ただいま、各調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。

委 員 （委員の中から「なし」の声）

議 長 質疑なしと認めます。

これから、議案第３３号のうち、受付番号３５８号から３７０号までを採決し

ます。

お諮りします。

議案第３３号のうち、受付番号３５８号から３７０号については、原案のとお

り決定することにご異議ありませんか。

委 員 （委員の中から「異議なし」の声）

議 長 異議なしと認めます。

したがいまして、議案第３３号のうち、受付番号３５８号から３７０号につい

ては、原案のとおり決定しました。

議 長 次に、議案第３３号のうち、受付番号３７１号から３９７号までを議題としま

す。

事務局の説明をお願いします。



事務局 それでは、議案第３３号のうち、受付番号３７１号から３９７号までを説明い

たします。

受付番号３７１号から３９７号については、農地中間管理事業により鹿児島県

地域振興公社が利用権を取得するものであります。

先ず、受付番号３７１号の貸し人はＭ・Ｉさん、Ｋ自治会在住の方です。

申請地は、城元字三ノ迫４，７２６番１３、地目は畑、地積は３，１５２㎡と

なっています。

貸付期間は、平成２７年３月１日から平成３７年２月２８日までで、小作料金

は１０，０００円となっています。

次の受付番号３７２号の貸し人はＮ・Ｓさん、Ｄ・Ｎ自治会在住の方です。

申請地は、城元字池ノ尾４，３６０番１、地目は畑、地積は１４，３５９㎡と

なっています。

貸付期間は、平成２７年３月１日から平成３７年２月２８日までで、小作料金

は２００，０００円となっています。

次の受付番号３７３号、３７４号の貸し人はＭ・Ａさん、Ｏ・Ｋ自治会在住の

方です。

申請地は、３７３号が、田代川原字高塚２，６０５番３、地目は畑、地積は２，

９８０㎡、３７４号が、田代川原字高塚２，６０５番４、地目は畑、地積は３，

３４３㎡となっています。

貸付期間は、平成２７年３月１日から平成３７年２月２８日までで、小作料金

は３７３号、３７４号ともに茶４㎏となっています。

次の受付番号３７５号、３７６号の貸し人はＷ・Ｍさん、Ｇ自治会在住の方で

す。

申請地は、３７５号が田代川原字袖山平原２，７３３番１、地目は畑、地積は

２，５６３㎡、３７６号が田代川原字袖山平原２，７２６番１、地目は畑、地積

は３，１５０㎡で、２筆の合計は５，７１３㎡となっています。

貸付期間は、平成２７年３月１日から平成３７年２月２８日までで、小作料金

は３７５号が茶４㎏、３７６号が茶５㎏となっています。

次の３７７号から３７９号までの貸し人はＨ・Ａさん、Ｓ自治会在住の方です。

申請地は、３７７号が田代川原字菖蒲ケ迫５，９５１番４、地目は畑、地積は

１，７０４㎡、３７８号が田代麓字グミノ木３，３１８番３、地目は畑、地積は

２，８９２㎡、３７９号が田代麓字グミノ木３，３１８番７、地目は畑、地積は

３，１３０㎡で、３筆の合計は７，７２６㎡となっています。

貸付期間は平成２７年３月１日から平成３７年２月２８日までで、小作料金は

３７７号が１，０００円、３７８号が２，０００円、３７９号が３，０００円と



なっています。

次の３８０号の貸し人はＫ・Ｓさん、Ｋ・Ｓ自治会在住の方です。

申請地は、田代川原字土穴４，８２９番４、地目は畑、地積は７，１４６㎡と

なっています。

貸付期間は平成２７年３月１日から平成３７年２月２８日までで、小作料金は

６０，０００円となっています。

次の３８１号、３８２号の貸し人はＯ・Ｋさん、Ｓ自治会在住の方です。

申請地は３８１号が田代川原字土穴４，８２１番１、地目は畑、地積は３，８

４５㎡、３８２号が田代川原字土穴４，８２６番１、地目は畑、地積は１，４７

７㎡で、２筆の合計は５，３２２㎡となっています。

貸付期間は平成２７年３月１日から平成３７年２月２８日までで、小作料金は

３８１号が２５，０００円、３８２号が１１，０００円となっています。

次の３８３号の貸し人はＴ・Ｍさん、Ｔ自治会在住の方です。

申請地は、田代川原字土穴４，８２３番２、地目は畑、地積は５，９６７㎡と

なっています。

貸付期間は平成２７年３月１日から平成３７年２月２８日までで、小作料金は

５０，０００円となっています。

次の３８４号の貸し人はＳ・Ｔさん、Ｋ市在住の方です。

申請地は、田代川原字土穴４，８３５番１、地目は畑、地積は３，４２４㎡と

なっています。

貸付期間は平成２７年３月１日から平成３７年２月２８日までで、小作料金は

１０，０００円となっています。

次の３８５号の貸し人はＨ・Ｋさん、Ｕ自治会在住の方です。

申請地は、田代川原字土穴４，８３７番１３、地目は畑、地積は３，４２６㎡

となっています。

貸付期間は平成２７年３月１日から平成３７年２月２８日までで、小作料金は

２４，０００円となっています。

次の３８６号の貸し人はＴ・Ｉさん、Ｋ市在住の方です。

申請地は、田代川原字土穴４，８３８番１、地目は畑、地積は４，１０７㎡と

なっています。

貸付期間は平成２７年３月１日から平成３７年２月２８日までで、小作料金は

３２，０００円となっています。



次の３８７号の貸し人はＴ・Ｋさん、Ｋ市在住の方です。

申請地は、田代川原字土穴４，８３８番３、地目は畑、地積は３，４２６㎡と

なっています。

貸付期間は平成２７年３月１日から平成３７年２月２８日までで、小作料金は

２４，０００円となっています。

次の３８８号から３９４号の貸し人はＹ・Ｈさん、Ｂ自治会在住の方です。

申請地は、３８８号が田代麓字刈切５，２３７番６、地目は畑、地積は２，２

３２㎡、３８９号が田代麓字刈切５，２３７番７、地目は畑、地積は１，２３７

㎡、３９０号が田代麓字川床５，１９６番３５、地目は畑、地積は７００㎡、３

９１号が田代麓字川床５，１９６番３７、地目は畑、地積は６７０㎡、３９２号

が田代麓字川床５，１９６番３８、地目は畑、地積は８６５㎡、３９３号が田代

麓字川床５，１９６番３９、地目は畑、地積は８４０㎡、３９４号が田代麓字川

床５，１９６番４０、地目は畑、地積は１，０３６㎡で、７筆の合計は７，５８

０㎡となっています。

貸付期間は平成２７年３月１日から平成３７年２月２８日までで、小作料金は

３８８号が茶２㎏、３８９号から３９４号までが各茶１㎏となっています。

次の３９５号の貸し人はＥ・Ｋさん、Ｉ自治会在住の方です。

申請地は、田代麓字永山１，２７３番２、地目は畑、地積は１，６４７㎡とな

っています。

貸付期間は平成２７年３月１日から平成３７年２月２８日までで、小作料金は

１０，０００円となっています。

次の３９６号の貸し人はＫ・Ｋさん、Ｏ自治会在住の方です。

申請地は、田代麓字永山１，２７３番１、地目は畑、地積は４，１８３㎡とな

っています。

貸付期間は平成２７年３月１日から平成３７年２月２８日までで、小作料金は

２８，０００円となっています。

次の３９７号の貸し人はＴ・Ｋさん、Ｉ自治会在住の方です。

申請地は、田代麓字上川原迫１，３１８番２、地目は畑、地積は７１６㎡とな

っています。

貸付期間は平成２７年３月１日から平成３７年２月２８日までで、小作料金は

３，０００円となっています。

以上ですが、この中で貸し人のＭ・Ｉさん、Ｎ・Ｓさん、Ｗ・Ｍさんが経営転

換協力金の対象となって、その他の方が耕作者集積協力金の対象となっていま

す。

以上です。



議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、質疑はありませんか。

５番

平原委員

公社が全部耕作すっと。

事務局 公社がいったん利用権を取得して、又、今度は公社の方から耕作者の方に貸し

付けるということになります。

１９番

鈴 委員

今までも借りていたやつ。

事務局 新規です。

１０番

牧原委員

相手はもう決まっているんでしょう。前言ったあれで。

事務局 決まっています。

１番

宿利原委員

何枚か今まで借りていたのを移し替えたのが多いよなあ。

事務局 利用権が切れている分もありますし、闇で作っていたのもあります。

５番

平原委員

場所もバラバラじゃいが。

事務局 Ｍさん、Ｎさんは池田団地付近ですよね。田代の方については個別にバラバラ

です。耕作の集積なので、一部を預けることになります。経営転換になると全部

か経営作物の部門の全部を預けないといけないので。

５番

平原委員

これはまた来月も上がって来っと。

事務局 これは県が今度は利用権の公告を打ちますので、誰に貸すという審議はここで

はしないです。ですから県が公告した時点で、公社と耕作者との利用権設定とい

うのは終わります。通知が来るだけです。農業委員会としては、この土地を振興

公社に貸してよいか審議だけになります。ですから、この土地をこの人に貸して

良いかという審議は県の方ですることになります。

１３番

徳永委員

さっきの説明で、地域集積が 1つとおっしゃったですね。

事務局 いや。経営転換と耕作者集積です。

１３番

徳永委員

集積の場合は地主さんの方にも行くけれども、ある地域の団体を通じて集積す

れば、その地域の２割とか３割が集積されれば、その団体に集積の金額が下りる



んじゃなかったですかね。

事務局 それは地域集積協力金ですね。集積は担い手の圃場に接しているか、２筆以上

隣り合わせののを出すかというものです。

１３番

徳永委員

これで行くと、３８１から３８７は大体同じ地域ですよね。そうするとこれは

地域集積協力金というのが団体に下りるんじゃないですか。

事務局 団体に行くためには、そこの受け皿を先ず作らなければなりません。

字単位であるか、１０ｈａ以上連担する土地のところで、この農地中間管理事

業に取り組みますよという団体を作らなければなりません。その中で貸し借りが

された場合に、地域集積協力金というお金が、その地域に入るということになり

ますから、今まだそこまで錦江町は来ていないです。話しは池田団地であるとか、

上部であるとかしていますが、結局その受け皿の団体を立ち上げないといけない

んです。

１３番

徳永委員

ここで団体を作れば地域にも下りたはずですよね。ダブルで。

１０番

牧原委員

それが下りると個人には下りないんでしょう。

事務局 個人にも下りるし、団体にも下ります。経営転換とこの耕作者集積協力金はダ

ブりは出来ませんけれども、地域集積と経営転換なり、耕作者集積協力金は両方

とも出ます。ですから個人で貰う分と団体で、結局その団体でお金を貰うんです

が、農業のために使いなさいとなっていますので、その団体を立ち上げた上で、

その入って来たお金をどういうふうに使うかという規約から全部作って、一つの

団体を作らなければいけないんです。ですので、入って来たお金をどうやって使

って行くのか、その地域でというところまで話を詰めて行かないといけないとい

うことになります。

１３番

徳永委員

そういう指導は産業振興課はしないのかな。

事務局 いや、いま産業振興課がモデル地区の上部地区と池田団地について、いろいろ

とやっているところなんですが、未だ、そういう団体までの設立までには至って

いないところです。

１９番

鈴 委員

このお茶の１㎏というのは大体お金にしてどのくらいの換算をしているの。

事務局 聞いたところ４千円という話でした。



１６番

黒瀬委員

この３７２というのは、去年利用権設定をしたところではないですか。

事務局 合意解約をさせて頂きました。

そしてまた同じ人か借りられる予定です。

議 長 しばらく休憩します。

議 長 休憩前に引き続き会議を開きます。

他に質疑はありませんか。

委 員 （委員の中から「なし」の声）

議 長 質疑なしと認めます。

これから、議案第３３号のうち、受付番号３７１号から３９７号までを採決し

ます。

お諮りします。

議案第３３号のうち、受付番号３７１号から３９７号については、原案のとお

り決定することにご異議ありませんか。

委 員 （委員の中から「異議なし」の声）

議 長 異議なしと認めます。

したがいまして、議案第３３号のうち、受付番号３７１号から３９７号につい

ては、原案のとおり決定しました。

議 長 ここで、○番 Ｔ委員の退席を求めます。

（Ｔ委員退席）

議 長 次に、議案第３３号のうち、受付番号３９８号を議題とします。

事務局の説明をお願いします。

事務局 それでは、議案第３３号のうち、受付番号３９８号について説明いたします。

３９８号の貸し人はＡ・Ｔさん、神川中自治会在住の方です。

申請地は、神川字山頭４，７０１番、地目は畑、地積は１，１０３㎡となって

います。

貸付期間は、平成２７年２月１日から平成３１年１２月１４日までで、小作料

金は１０，０００円となっています。

借り人は、Ｔ・Ｔさん、Ｋ・Ｋ自治会在住の方です。

経営状況は、世帯員５名、従事者４名、自作地１２，２１３㎡、小作地２０，

１８８㎡で、大根、甘藷、馬鈴薯を主体とした経営をされています。

労働従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、



管理機各２台、２tトラック、大根洗浄機、ツル払い機各１台となっています。

この件の担当調査員は、１３番 徳永委員です・

以上です。

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告をお願いい

たします。

１３番 徳永委員、お願いいたします

１３番

徳永委員

この土地は遊休農地解消事業で契約するものです。この土地は地籍調査が完了

した時点で、この３９８の進入路が地籍調査で確定したんですが、その後、トラ

ブリまして、進入路が他の地権者から塞がれて、この畑に行けなくなって約１０

何年遊休農地となった場所です。その塞いだ方と色々と話をしまして交渉が成立

したもんですから、遊休農地解消としてこの土地を誰か使わないかということに

なりました。借りるＴ・Ｔさんは、Ｎ委員でもありますし、大根、カライモ、手

堅く経営されております。家族４人で一生懸命されておりまして、借りていると

ころの管理もしっかりしておりますので問題は無いかと思います。なお、この遊

休農地解消事業ですので事業期間が短いんですが、何とか３月中に抜根をして畑

にしたいというＴ・Ｔさんの意向もありますので、よろしくお願いいたします。

議 長 ありがとうございました。

ただいま、担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。

委 員 （委員の中から「なし」の声）

議 長 質疑なしと認めます。

これから、議案第３３号のうち、受付番号３９８号を採決します。

お諮りします。

議案第３３号のうち、受付番号３９８号については、原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。

委 員 （委員の中から「異議なし」の声）

議 長 異議なしと認めます。

したがいまして、議案第３３号のうち、受付番号３９８号については、原案の

とおり決定しました。

議 長 ここで、○番 Ｔ委員の入室を求めます。

（Ｔ委員入室）



議 長 次に、「議案第３４号 平成２５年度に実施した地籍調査に伴う農地の地目

変更の協議について」を議題とします。

事務局の説明をお願いいします。

事務局 それでは議案第３４号について説明いたします。

この件につきましては、町長より平成２５年度に実施した地籍調査のうち、地

目を変更した神川地区の直営分１６１件と外注分７２件、田代地区の１１０件に

ついて、協議の上、１月２３日までに回答するよう依頼があったものであります。

資料として添付しております町長からの協議依頼文書の鑑の写しをご覧いた

だきたいと思いますが、神川地区については、直営分で農地からの地目変更が１

５３件と農地への地目変更が８件、外注分で農地からの地目変更が６５件と農地

への地目変更が７件、田代地区については、田代麓地区で農地からの地目変更が

１０６件と農地への地目変更が４件となっております。

個別の変更内容につきましては、これから回覧します資料で確認をお願いしま

す。

調査地区としては、落河自治会周辺と長谷自治会周辺となっていますが、しば

らくの間、それぞれの内容について確認、検討をいただいて、後ほど協議をお願

いしたいと思います。

以上です。

議 長 それでは、しばらくの間、資料を確認の上、検討をお願いします。

しばらく休憩します。

議 長 休憩前に引き続き会議を開きます。

それでは、内容を確認いただいたと思いますので、協議をお願いいたします。

意見、質問など、ある方はどなたからでも結構ですので、出していただきたい

と思います。

委 員 （委員からは、特段の意見は出ず）

議 長 それでは、特に意見がなければ採決に入ります。

お諮りします。

議案第３４号 平成２５年度に実施した地籍調査に伴う農地の地目変更の協

議について」は、原案のとおり変更分を承認することに異議ありませんか。

委 員 （委員の中から「異議なし」の声）



議 長 異議なしと認めます。

したがいまして、議案第３４号 平成２５年度に実施した地籍調査に伴う農地

の地目変更の協議については、原案のとおり承認することに決定しました。

議 長 次に、議案第３５号 平成２６年度耕作放棄地調査に伴う非農地の判定につい

てを議題とします。

事務局の説明をお願いします。

事務局 それでは、 「議案第４１号 平成２５年度耕作放棄地調査に伴う非農地の判

定について」説明いたします。

この件につきましては、昨年８月から委員の皆様方に調査していただきまし

た、農地利用状況調査が終了し、その結果が集約されましたので皆様に説明し、

内容を確認していただいた上で、非農地の判定をお願いするものです。

資料は、別途配布してありますので、ご覧ください。

１頁から２頁にかけては過去の調査で上がって来ていた分で、今回３判定とな

ったものを記載してありますが、１判定から３判定となったものが２２件で

２６，５５４㎡、１回解消になったものの再発生で３判定になったものが２件で、

１，９４３㎡となっています。

２頁の途中から１２頁にかけては、３判定として新規に発生したものです。

内訳は、城元字が１３件で、１４，２３７㎡、馬場字が４件で、１，０５０㎡、

神川字が１３件で、１１，６０４㎡、田代麓字が６３件で、３０，６１２㎡、田

代川原字が４８件で、３０，６６０㎡となっています。合計で今回の非農地判定

とするものは、１６５件で、１１６，６６０㎡となっているところです。

以上です。

議 長 それでは、ただ今説明がありましたとおり、しばらくの間、確認をお願いしま

す。

しばらく休憩します。

議 長 それでは、よろしいでしょうか。

休憩前に引き続き会議を開きます。

ただ今確認していただいた中で、間違いや修正あるいは再確認が必要な農地等

はございませんでしょうか。

委 員 （委員からは、特段の意見は出ず）

議 長 それでは、特に意見がなければ採決に入ります。

お諮りします。



議案第３５号 平成２６年度耕作放棄地調査に伴う非農地の判定については、

原案のとおり承認することに異議ありませんか。

委 員 （委員の中から「異議なし」の声）

議 長 異議なしと認めます。

したがいまして、議案第３５号 平成２６年度耕作放棄地調査に伴う非農地の

判定については、原案のとおり承認することに決定しました。

議 長 以上で、平成２７年１月錦江町農業委員会定例総会の附議事項の協議を終了い

たします。

錦江町農業委員会会議規則第２３条第２号の規定により署名する。

会 長

１４番

１５番

議事録調整者 窪 和人


